
 

堺市立津久野中学校 生徒心得 

（202６年２月修正） 

 

（１）登下校 

安全な通学路を通る。 

自転車通学は禁止。 

午前８：３０教室にて点呼し、それ以降を遅刻とする。 

登校後は学校敷地内から出ることを禁止する。 

部活動など必要のない生徒は終礼後速やかに下校すること。 

 

（２）授業  

始業のチャイムで授業が始められるよう、チャイムが鳴るときには自分の席につい  

ておくこと。体育の更衣は指定の教室で行う。 

 

（３）昼食・昼休み 

給食がなく、部活動などの活動で昼食が必要な場合は以下のうちいずれかの方法とする。 

① 家庭より弁当を持参する。 

② 登校時、コンビニ等で購入してくる。 

※コンビニ等で購入する場合、おにぎりやサンドイッチ、お弁当を購入してください。 

ホットスナック類やおでん、カップメン(焼きそばなども含む)、カップスープなどの汁物 

は禁止する。ハンバーガー店等のファストフードも禁止。缶の飲料は持ってこない。 

 

休み時間は次の授業の用意にあてトイレを済ませておく。昼休みは、危険な遊びや、授業に支障をきた

す遊びは禁止する。各学年ボールの（サッカーボール、バレーボール）貸し出しを昼休みより行う。 

遊べる場所は基本的にグラウンドで、外バスケットボールコートではバスケットボールのみ行うことがで

きる。テニスコートの使用は禁止。 

 

（４）職員室への入室について 

職員室に用事がある場合は、入り口で用件を言い、先生を呼ぶ。 

勝手に職員室内に入ることはできません。 

 

（５）所持品  

学校生活に不要な物 （ピアス等装飾品・マンガ・お金〈自販機に使用する小銭は可〉、 

危険物、お菓子、携帯電話など）は持ってこない。持ってきた場合は預かり、個別指導と 

保護者連絡を行います。 

物品販売などでお金を持ってくる場合は、登校したらすぐに学年の先生に預け、 

教室に持ち込まないようにすること。 

携帯電話は持ち込み禁止です。校内で所持していた場合はその日は学校で預かり、指導する。携帯電

話は原則保護者へ返却する。家庭の都合でどうしても登下校に必要な場合のみ携帯電話許可願を提

出し許可を得ること。許可を得た生徒は、登校後すぐに職員室に預けに行き、下校する時に返却しても

らう。 

 

（６）公共物 

ガラスなど公共物を破損した場合はすぐに先生に連絡すること。原則全額弁償とします。 

 

（７）部活動 

入部の手続きは、入部届けを担任の先生から受け取り、記入後担任の先生に提出する。退部する場合

は、退部届けを顧問の先生から受け取り、記入後顧問の先生に提出する。 

入部後は顧問の先生の指示に従い、クラブ員としてふさわしい行動をすること。 

顧問のいないときの活動は原則として認めない。 

下校時間は厳守する。最終下校時刻 →１８：００（通年） 

休日や長期休業中のときも自転車での登校は認めない。 

午前中授業の場合でも、昼食や水分補給するために校外に出て購入することは禁止する。 

放課後の活動であっても水分補給のために校外に出ることは禁止する。 

休日や長期休業中の活動後の下校の際も、平日同様、寄り道、買い食いは禁止する。 

 

（８）保健室の利用 

体調が悪くなったり、けがをした場合には保健室を利用できるが、授業中であれば 

教科の先生に許可をもらう。（直接保健室に行かない） 

保健室で休めるのは、原則１日１回で、１時間までとする。１時間目と６時間目は原則使用禁止です。 

 

（９）服装 

学校指定の標準服とし、中に学校指定の長袖シャツ、またはポロシャツを着用する。 

夏服は学校指定のポロシャツを着用する。 

ジャケットの中に着るベストは、学校指定のものとする。 

ネクタイ・リボンは、式等（入学式、卒業式、始・終業式）学校が指定した日は必ず付けること。女子のス

カート丈は、ひざ丈程度とする。 

名札は、所定の位置に付け、校内では名前が見えるようにしておく。 

 

（１０）頭髪・装飾品について 

パーマ、染色及び脱色、化粧、ピアス、ネックレス、ブレスレットなどの装飾品は禁止する。髪留めに付い

ているリボン、シュシュ・カチューシャなどは認めるが、体育の授業時は危険を伴うため外す。 

 

（１１）３足制について 

校舎内（スリッパ）、体育館（体育館シューズ）、外（下靴）とする。 



 

（１２）靴・靴下  

靴・靴下は、運動にふさわしいものとする。踵がないスリッパは禁止。 

ルーズソックスは禁止。 

 

（１３）防寒具（マフラー、手袋、ネックウォーマーなど） 

防寒着は学校指定のものを着用する。（入学式当日に注文） 

マフラー、手袋、ネックウォーマー等は登下校時のみ認める。 

 

（１４）通学用かばん 

指定かばんは無く、各自で準備する。形状はリュック型（バックパック型）を推奨。肩掛けを選択する場

合は教科書が入るサイズのかばんを選択する。色、メーカーは指定しない。高額なブランド品や希少価

値のなるカバンは使用しないこと。 

 

（１５）自動販売機の使用について 

授業中の購入は禁止とする。休憩時間，昼休み，部活動の時間は購入可。 

土日祝も利用可。ペットボトルの空容器は自販機横に設置している専用のゴミ箱に捨てる。 

 

（１６）その他 

貴重品やお金などは教室に絶対に置かない。先生に預かってもらう。 

他学年の教室，廊下に立ち入らない。 

休日や放課後は部活動以外は原則学校へ来ない。やむを得ず学校へ来るときは、制 

服または体操服で登校すること。 

 

 

 

 

 


